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令和６年度第７回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和６年７月９日 

                    担当部・課：復興企画部地域振興課〔内線４２４２〕 

① 件  名 

令和６年度の公共交通利用促進デーの実施について  

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  令和３年度末に策定した「石巻市総合交通計画」の施策として、モビリティマネジメントの推

進を目的に、令和４年７月から１２月までの６か月間、毎月第４金曜日に、本市職員が積極的に

公共交通を活用して通勤する「公共交通チャレンジデー」を実施した。 

  また、令和５年６月から令和６年３月まで、毎月１日以上を目標に、任意の金曜日に本市職員

が積極的に公共交通を活用して通勤する「公共交通利用促進デー」を実施したが、参加者数の低

迷が課題となった。 

※ モビリティマネジメント 

  過度に自家用車に頼る状態から、公共交通や徒歩等を含めた多様な交通手段を適度に利用する

状態へと少しずつ変えていく一連の取組のこと。 

 

【目的】 

  令和５年度の結果を踏まえ、一部実施内容を変更して本取組を継続することで、参加者数の増

加を図り、今後は市全体へ本取組を浸透させていく。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

  第１章 住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち 

   第５節 持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進 

 

  石巻市総合交通計画 

   方向性３ 公共交通志向型の都市への転換に向けた仕組みづくり 

    施策３－２ 公共交通に対する市民意識の改善 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和４年３月        石巻市総合交通計画（令和４年度～令和８年度）策定 

７月～１２月    公共交通チャレンジデー実施 

 令和５年６月～令和６年３月 公共交通利用促進デー実施 

⑤ 主な内容 

  本市職員が鉄道やバス等の公共交通を用いた通勤を積極的に行う「公共交通利用促進デー」を

下記内容に変更の上、継続して実施することにより、本市の地域交通の維持に対する職員の意識

向上を図るとともに、全市的なモビリティマネジメントの推進に役立てていくもの。実施期間中

のいずれかの月において対象職員の参加率８０％超を目標とする。 

 令和６年度 令和５年度 

１ 対象職員 

※ 令和６年

度は普段

公共交通

を利用し

て通勤し

ている者

を含む。 

行政職の一般職員等（任期付、再任

用、派遣職員、会計年度任用職員を含

む。） 

※ 下記のいずれかに該当する者は

対象外とする。 

①勤務先から自宅が２㎞以内の

者 

②自宅又は勤務先から駅又はバ

行政職の一般職員等（任期付、再任

用、派遣職員、会計年度任用職員を含

む。） 
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ス停まで１ｋｍ以上ある者 

③往復の通勤時間帯に乗車でき

る公共交通がない者 

④個人の事情から自家用車等で

の出勤が必要な者 

２ 公共交通

利用促進デー

の設定 

毎月第４金曜日（祝日等の場合はそ

の前日）に公共交通を活用した通勤を

行う。 

※ 当日都合が悪い場合は、同じ週

の任意の日に実施する。 

毎月１回以上任意の金曜日（祝日等

の場合はその前日）を選択し、公共交

通を活用した通勤を行う。 

３ 実施期間 令和６年７月から 令和５年６月から令和６年３月ま

で 

４ 課題及び

成果の検証 

① 対象者の把握のため、各所属にお

いて、所属職員の普段の通勤方法等

を確認の上、復興企画部地域振興課

に報告する。 

② 毎月各所属において、対象職員の

公共交通利用促進デーにおける通

勤手段を、復興企画部地域振興課に

報告する。 

③ 地域振興課は、年度末に各所属に

対し実施結果の調査（実施できなか

った理由等）を行い、課題及び成果

の検証を行う。 

① 各所属において、所属職員の普段

の通勤方法等を確認の上、復興企画

部地域振興課に報告する。 

② 毎回参加者が直接、公共交通利用

促進デーにおける通勤手段を、復興

企画部地域振興課に報告する。 

③ 地域振興課は、年度末に職員を対

象としたアンケート調査を行い、課

題及び成果の検証を行う。 

 

※ 通勤手段を変更することにより発生する交通費は支給しないものの、職員の積極的な参加に 

ついて協力をお願いする。 

※ 本事業への参加により事故等が発生した場合については、一部通勤経路に変更が生じている 

ものの、市の施策に基づくものであることから、通勤災害の対象として取り扱うものとする。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 ・持続可能な地域公共交通の実現に向けたデータの収集及び分析 

 ・利用しやすい公共交通の実現に向けた課題の洗い出し及び事業者への提案 

 ・公共交通の利用促進（利用者増加）によるサービス・利便性の向上 

 ・参加者数の増加により、今後、ワークライフバランスや脱炭素に関する取組との連携を図る。 

【市財政への負担】 

なし 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

令和５年度に名取市、大崎市、涌谷町、女川町でも同様の取組を実施 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和６年７月        職員通勤方法実態調査 

７月～       令和６年度公共交通利用促進デーの実施（毎月第４金曜日） 

毎月の参加者数の報告・集計 

令和７年２月～３月     実施結果調査 

 

⑨ その他 

令和５年度延べ参加者数（１０か月間）：出勤時２６５人、退勤時２３８人 

月平均：出勤時２６．５人、退勤時２３．８人 

※ 普段から公共交通で通勤している者を除く。 

 


